
労働トラブルの未然防止に力を入れている 

社会保険労務士

 丸山事務所 通信

２０１７年６月（第９７号）

 本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い
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数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連

絡下さいますようお願い申し上げます。 

就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば１年に一回は見直

しが必要です。弊事務所では、法的視点、第３

者的視点から御社の就業規則を診断します。 
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業務上災害

業務上災害、すなわち労働災害が発生すると会

社は社員に対する補償をはじめとする種々の責任

を課せられることになります。今回は、業務上災

害についてまとめてみます。 

 業務上災害とは  

労働基準法の第８章の「災害補償」に業務上災

害が生じたときの会社の責任が規定されていま

す。会社の責任としては、①治療費の全額を補償

する療養補償、②就労できない日の給与を補償す

る休業補償、③後遺症に対する障害補償、④死亡

したときの遺族に対する遺族補償等を規定してい

ます。同法には、「労働者が業務上負傷し、又は

疾病にかかった場合に」会社に責任が生じるとあ

りますが、具体的な要件は記載されていません。

どの災害が業務上災害となるかに関しては、労働

者災害補償保険法（労災法）に認定基準が定めら

れています。実務的には、労働基準監督署長がこ

の基準に沿って認定すると業務上災害となり、会

社に種々の責任が課せられます。 

労災法による業務上災害とは、「業務と傷病等

の間に相当因果関係が存する場合」が当てはまる

とされています。これを「業務起因性」といいま

す。この「業務起因性」が認められるためには、

その前提要件として、労働者が労働契約に基づい

て会社の支配下にある状態であることが必要とな

ります。この状態を「業務遂行性」といいます。

業務上災害とは、「業務遂行性」があり、その上

で「業務起因性」があるときになります。 

 業務上災害に対する会社の責任  

会社の責任は、労働基準法に規定されている災

害補償だけではありません。①刑事責任、②行政

責任、③民事責任、そして④社会的責任が課せら

れます。 

刑事責任とは、例えば労働基準法に違反となる

長時間労働や労働安全衛生法に違反となる設備の

不良が原因で怪我や病気が発生すると、有罪判決

を受けることがあります。行政責任とは、許認可

に係わることで違反があると、営業停止や許可取

り消し処分があります。民事責任とは、本来会社

には社員が安全に勤務ができるようにする安全配

慮義務が課せられているとの前提のもと、それに

反することに対して損害賠償を請求されることで

す。社会的責任とは、業務上災害がもとで、取引

先や消費者に愛想を尽くされ、業務量や売上額の

減少等が生じることです。 

労働基準法の「災害補償」に掛かる費用の一部

は労災保険から支払われますが、他の責任は会社

が自ら全額を負担しなければなりません。 

 まとめ  

業務上の怪我や病気を完全にゼロにすることは

できません。災害が起きたときに重要なのは、法

令やガイドラインに反する行為をしていないこと

です。時間外労働は３６協定の範囲内に収めるこ

と、機器の点検・保守は労働安全衛生法に基づい

て確実に行うこと、トラック運転手には連続４時

間を超える運転はさせないこと等々のコンプライ

アンスの順守が規模の大小にかかわらず全ての会

社に求められます。コンプライアンスに反する行

為は、結局は高く付くことを常々肝に銘じること

が必要でしょう。  


